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第５章 計画の推進 
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１ 市民との協力関係の構築 

子ども・若者の育成には、家庭や幼稚園、保育園、学校だけでなく、地域など様々な人たち

とのかかわりが不可欠です。子育て・子育ち支援活動を通じて、市民の福祉活動への関心が高

まり、地域の課題は、最も身近な地域で解決する仕組みが構築され、多様な市民活動が重層的

に行われるよう、市は「次代
あ す

を担うかすがいっ子はみんなで育てる」という意識を醸成してい

きます。同時に、社会福祉協議会やＮＰＯ法人などの地域活動団体、子ども会や子育てサーク

ル、ボランティア団体をはじめとする様々な地域団体との連携と協力関係を築いていきます。 

 

次世代育成支援のまちづくりイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

次代
あ す

を担うかすがいっ子はみんな

で育てる意識の醸成・環境整備 

子ども会・子育てｻｰｸﾙ・

老人ｸﾗﾌﾞ等地域活動団体
地域活動への参加機会を持つ

福祉の担い手 

企業（事業所） 

家族や子どもにやさしい企業 

（事業所）の推進 

市社会福祉協議会 

市・市民・社会福祉事業者等を

結び、地区社会福祉協議会の

活動を支援 

ボランティア・ＮＰＯ法人

子育て・子育ち支援サービスが必要

な人への主体的な支援の担い手 

教育機関・保育施設等

子育て・子育ち支援にかかわる

取組みの提供 

春日井市 

次世代育成支援対策地域協議会 

知恵や技能を活かした

幅広い支援活動 

ニーズの把握 

情報の提供、相談 

利用者の自立支援、 

利用者の保護 

子育て・子育ちの施策や

事業の実施、基盤整備 
子育て・子育ちに関す

る情報の収集・提供 

交流の場づくり 

ボランティアの人材

発掘・確保 

職場環境の改善 

・次世代育成支援対策の推進 

・地域住民等の次世代育成支援活動の推進 

・春日井市次世代育成支援対策行動計画の 

点検・評価 

意見交換 情報の共有 
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２ 関係機関などとの連携 

この計画の推進にあたっては、次代
あ す

を担うかすがいっ子の育成環境を整備する視点から、庁

内関係課との連携を図ることはもとより、児童相談センター、保健所、教育機関、警察などと

の緊密な連携に努めます。 

 

 

３ 計画の進行管理・公表 

この計画の進捗状況について、「春日井市次世代育成支援対策地域協議会」において第三者

としての点検・評価を行い、市ホームページなどにより広く市民に公表するものとします。 

 

 

 


